
■人事院勧告の対応について

法人より昨年度減額分の不利益遡及の提案

5月2日の団体交渉において、法人から、6月ボーナ

スについて、人勧に準拠して0.225月の引き下げの提

案がありました。組合からは、新型感染症の影響で

業務が過重・過多になっていること、大分大学の給

与水準が公務労働・他大学との関係で低水準である

ことなどを重ねて説明し、引き下げの提案に反対し

ました。

とくに、0.225月引き下げ分のうちの0.15月は、

2021年度分の引き下げであり、実質的に不利益遡及

になるため到底容認できない旨を主張しました。

不利益遡及の提案を撤回し特例措置

これをうけて、5月12日の団体交渉において、法人

からは0.225月分引き下げの人勧対応をしたうえで

0.15月分は、コロナ対応等による職員の負担増を考

慮し、特例措置として追加支給をするとの回答があ

りました。つまりは0.075月の引き下げの提案があり

ました。

引き下げゼロ回答を引き出すことはできませんで

した。ですが、不利益遡及にあたる分は回復できた

こと、大分大学の給与水準について法人・組合間で

勉強会を開催し継続的に検討をおこなっていくこと

の提案があったことは、評価できる対応と受け止め

ました。また全国の大学をみますと、同様の回答の

大学もあれば、0.225月引き下げの上若干の代償措置

という大学もあります。これらにかんがみて、今回

の法人回答を受け入れることとしました。

(以下は20220512団交での法人回答です）

今後も継続的に労働条件の改善について交渉

組合からは、2021年度分の0.15月分の引き下げが

なかったことについては非常に評価するものの、

0.075月引き下げについては、業務過重・過多の状況

での給与引き下げは容認できないものである、今回

は回答を受け入れるものの、今後のその他の労働条

件についての話し合いにおいて、この引き下げを十

分に考慮したうえで、継続的に対応をいただきたい

旨をつたえました。
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